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大阪労働者弁護団第47回総
会が10月23日、大阪弁護士会
館で開催され参加してきました。
コロナ禍のため、リモート参加
されている幹事や労働組合もあ
り、当日、会館には約20名が
集まりました。
はじめに代表幹事の森 博行

弁護士からあいさつがあり、事
務局長の友弘克幸弁護士から、
2021年活動報告、新事務局長
の小野順子弁護士から2022年
活動方針案及び予算案の提案が
ありました。
総会の最後に、小野弁護士は

「労使紛争に遭遇し意気消沈し
た時、難事件にぶつかり途方に
暮れた時、また、最新の労働法
制の動きに積極的に提言し、裁
判例を研究分析し、労働問題に
関して一歩進んだ存在となりた
い」と本年度のキャッチコピー
「困った時に、大阪労働者弁護
団がある。前に進みたい時に、
大阪労働者弁護団がある」を掲
げ、終了しました。
総会に引き続いて、空野佳弘

弁護士から「難民事件に関わっ
て」を講演していただきました。
2018年国連難民高等弁務官

事務所（UNHCR）の発表によ
ると、世界では7,080万人が故

郷を後にしなければならず、他
国や他地域への移動を強いられ
ています。
一方、2020年、日本での難

民申請者は3,936人、認定者は
47人（１％）。前年2019年、
難民申請者は10,375人に対し
て認定者は44人（0.4％）でし
た。各国の置かれた状況は違う
ため単純比較はできませんが、
世界でも類を見ない極めて少な
い認定数であることは事実です。
例えば、シリア難民の認定率
（2017年）は、ドイツでは38
%、アメリカでは82%、オース
トラリアでは94%ですが、日本
では、2011年から2017年の間
で81人が申請したところ、認
められた人は15人（19％）に
留まっている現状を知っていた
だきたいと思います。

こうした状況の中、今年の５
月28日サッカーワールドカッ

プ予選で３本指を突き立てて、
ミャンマー国軍のクーデターに
抗議したピエ・リアン・アウン
選手の件が報告されました。詳
しくは労弁機関紙「LALA通信」
でもご覧になれますが、１人の
難民を救うまでの出来事を講演
していただき、そこから感じら
れる問題を提起されました。
まず１点目は、認定機関の問

題です。日本では法務省入国管
理局（入管）が行っていますが、
そもそも入管は取締機関（外国
人の出入国、在留を管理、在留
資格のない人の摘発、送還する
仕事）であり、難民認定は保護
の仕事で、人事異動の１つとし
て両方の仕事を２～３年難民調
査官を務め、正反対の仕事をす
ることで専門家が育たないこと
を挙げられました。
２点目は難民認定についての

基本的な考えが国際社会と違っ
て、ハードルが高い事です。
「迫害」を生命、身体の侵害に
限る狭さ、迫害の主体を国家に
限定、また難民側が主張立証し
なければならないことなどが報
告されました。
日本は1981年に難民条約に

加盟しましたが､韓国では2011
年入管法から難民法（1991年
に加盟／日本より10年後）を
独立させ、申請者の権利が拡充
されたそうです。
私はこの講演を聴き、日本で

は報道されない世界の情勢を詳
しく知り、資本主義、新自由主
義の理屈で特定技能等の外国人
をある種、移民政策とも呼ばれ
る労働力として受け入れること
のないよう注視して、労働組合
の立場で保護していかなくては
ならないと感じました。

（副委員長 吉本 賢一）
▲長期在籍者表彰
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11月５日に第４回津波防災の
日における避難訓練が、神戸ポー
トオアシスで開催されました。こ
の訓練は、阪神大震災の経験から、
関西地本労災職業病対策委員会が
神戸市港湾局に要請し、実現しま
した。
支部安全衛生委員会より５名が

参加し、総勢30名の参加があり
ました。
神戸市港湾局経営企画課の綱岡

課長より開催のあいさつがあり、
「11月５日は世界津波の日とし
て２０１５年に国連が定めた国際
デーの１つである」と説明があり
ました。
訓練シナリオは、➀神戸ポート

オアシスで打ち合わせ中に地震が

発生。②防災行政無線により緊急
地震速報及び、緊急速報メールが
携帯電話に届く。③揺れが収まる
まで自分の身の安全を確保する。
④揺れが収まったら（港湾局の説
明後）徒歩により東遊園地へ避難
する。でした。

神戸市港湾局から神戸港の高潮・
津波対策の説明があり、「高潮対
策は過去最大の台風が、最も神戸
に影響を及ぼすコースを満潮時に

通過するときの偏差を考慮した防
潮堤等の整備を行い、2015年度
に完了しています。津波対策は、
想定マグニチュード9.1（千年に
１度あるかないかの巨大地震を想
定）として、最高津波水位3.9ｍ、
最短津波到達時間83分とし、既
存の海岸保全施設を嵩上げ・増厚
により、ねばり強い構造に補強し、
人命への多大な影響を回避できる
よう、浸水深が30センチ未満に
なるように整備し、2022年度に
完了する」と説明があり、想定外
にも対応して対策が進んでいると
思いました。
今回で神戸港では４回目の開催

でしたが、大阪港では大阪港湾局
に要請していますが、実現されて
いません。是非とも大阪港でも開
催してほしいと思います。

（書記次長 関谷和人）


